
目

次

告

示

△

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証(

四
件)

(

地
域
づ
く
り
推
進
室)

…
…
…
一

△

救
急
病
院
等
の
認
定(

二
件)
(

医
療
対
策
室)

…
…
…
二

△

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

障
害
者
支
援
室)

…
…
…
二

△

保
安
林
の
指
定(

三
件)

(

治

山

室)

…
…
…
四

△

保
安
林
に
指
定
し
た
森
林
の
所
有
者
の
所
在
不
分
明

(

〃

)

…
…
…
五

△

道
路
の
区
域
変
更(

四
件)

(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
六

△

道
路
の
供
用
開
始(

二
件)

(

〃

)

…
…
…
七

△

土
地
区
画
整
理
事
業
に
伴
う
町
の
区
域
の
変
更

(

都
市
整
備
室)

…
…
…
八

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
八

△

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
樹
立(

二
件)

(

土
地
改
良
室)

…
…
…
八

△

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

〃

)

…
…
…
九

△

市
町
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

(

都
市
企
画
室)
…
…
…
九

△

換
地
処
分

(

都
市
整
備
室)
…
…
…
九

△

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
協
議
の
適
否
決
定(

市
町)

(

備
北
地
域
事
務
所)

…
…
…
九

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

九

正

誤

△

平
成
十
五
年
三
月
十
七
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
十
号
中

広
島
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号
の
訂
正

(

住

宅

室)

…
…
一
〇

△

平
成
十
六
年
四
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
十
四
号
中

広
島
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号
の
訂
正

(

〃

)

…
…
一
〇

△

平
成
十
七
年
四
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

号
外)

第
六
十
五
号
中

広
島
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号
の
訂
正

(

〃

)

…
…
一
〇

△

平
成
十
八
年
四
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

号
外)

第
六
十
二
号
中

広
島
県
告
示
第
四
百
四
号
の
訂
正

(

〃

)

…
…
一
〇

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
百
四
十
一
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

豊
田
郡
大
崎
上
島
町

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
六
年
八
月
か
ら
平
成
十
八
年
六
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
西
野
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
二
月
六
日

広
島
県
告
示
第
百
四
十
二
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
次
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
五
年
五
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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三
次
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
次
市
布
野
町
上
布
野
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
二
月
六
日

広
島
県
告
示
第
百
四
十
三
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
次
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
四
年
十
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

三
次
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
次
市
布
野
町
下
布
野
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
二
月
六
日

広
島
県
告
示
第
百
四
十
四
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
国
土
調
査
の

成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

三
次
市

二

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
五
年
五
月
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
ま
で

三

成
果
の
名
称

三
次
市
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四

調
査
を
行
っ
た
地
域

三
次
市
布
野
町
戸
河
内
の
一
部

五

認
証
年
月
日

平
成
十
九
年
二
月
六
日

広
島
県
告
示
第
百
四
十
五
号

次
の
病
院
の
開
設
者
か
ら
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条

の
規
定
に
よ
る
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
百
四
十
六
号

次
の
診
療
所
の
開
設
者
か
ら
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一

条
の
規
定
に
よ
る
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
救
急
診
療
所
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
百
四
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

病
院
又
は
診
療
所

平成19年 2月15日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 0 6号
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広
島
大
学
病
院

名

称

広
島
市
南
区
霞
一
丁
目
二
番
三
号

所

在

地

平
成
二
二
年
二
月
一
四
日

効
力
を
有
す
る
期
限

更

新

備

考

医
療
法
人
社
団
柚
木
外

科
医
院

シ
ラ
ネ
外
科
・
胃
腸
科

中
山
整
形
外
科
医
院

名

称

福
山
市
神
辺
町
川
北
九
五
四－

四

広
島
市
安
芸
区
中
野
東
一
丁
目
二
一
番
二

九
号

広
島
市
東
区
中
山
東
一
丁
目
五
番
八
号

所

在

地

平
成
二
二
年
二
月
一
四
日

平
成
二
二
年
二
月
一
四
日

平
成
二
二
年
二
月
一
四
日

効
力
を
有
す
る
期
限

更

新

更

新

更

新

備

考

(定期)



二

薬
局
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

平成19年 2月15日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 0 6号
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医
療
法
人
大
竹
中

央
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
社
団
神

田
会
木
曽
病
院

青
山
病
院

医
療
法
人
社
団
辰

星
会
新
開
医
院

尾
道
市
立
市
民
病

院 尾
道
市
立
市
民
病

院 医
療
法
人
社
団
ひ

か
り
会
木
村
眼
科

内
科
病
院

福
島
眼
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

広
島
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

府
中
総
合
病
院

名

称

大
竹
市
新
町
一
丁

目
一
―
二
五

尾
道
市
神
田
町
二

―
二
四

呉
市
阿
賀
北
五
丁

目
一
五
―
三

東
広
島
市
黒
瀬
町

兼
沢
一
〇
七
四

尾
道
市
新
高
山
三

丁
目
一
一
七
〇
―

一
七
七

尾
道
市
新
高
山
三

丁
目
一
一
七
〇
―

一
七
七

呉
市
中
通
二
丁
目

三
―
二
八

東
広
島
市
西
条
土

与
丸
五
丁
目
九
―

三
三

府
中
市
鵜
飼
町
五

五
五
―
三

所
在
地

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

更
生
医
療

更
生
医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療 自

立

支

援

医
療
の
種
類

腎
臓

腎
臓

腎
臓

腎
臓

脳
神
経
外
科

整
形
外
科

眼
科

眼
科

眼
科

標

ぼ

う

し
て
い
る

診
療
科
名

荒
田

壽
彦

木
曽

昭
彦

新
開

万
智
子

新
開

洋
一

土
本

正
治

廣
岡

孝
彦

木
村

亘

福
島

伊
知
郎

細
川

勝
司

指
定
自
立
支
援
医

療
を
主
と
し
て
担

当
す
る
医
師
又
は

歯
科
医
師
の
氏
名

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

指
定
年
月
日

白
金
薬
局

と
も
も
り
薬
局

皿
田
薬
局

ヒ
ト
ミ
薬
局

名

称

尾
道
市
高
須
町
一
三
八
二
―
一

府
中
市
元
町
五
九
一
―
一

府
中
市
中
須
町
一
一
七
六
―
五

呉
市
安
浦
町
中
央
五
丁
目
二
―
三
五

所

在

地

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療 自

立
支
援
医
療

の

種

類

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

指
定
年
月
日

有
限
会
社
栄
薬
局

油
見
栄
薬
局

玖
波
駅
前
薬
局

も
も
た
ろ
う
薬
局
郷
町
店

株
式
会
社
広
島
メ
デ
ィ
ク
ス

も
も
た
ろ
う
薬
局
焼
山
店

田
中
薬
局

新
家
薬
局

葦
陽
ス
ナ
ミ
薬
局

フ
ジ
薬
局

ト
ー
タ
ス
薬
局
大
竹
店

グ
リ
ー
ン
薬
局

有
限
会
社
中
本
薬
局

セ
ル
ム
薬
局

賀
茂
セ
ル
ム
薬
局

サ
ト
ミ
薬
局

西
宅
味
薬
局

中
元
薬
局
パ
ル
パ
店

ミ
ブ
薬
局

フ
レ
ン
ド
薬
局

大
竹
市
西
栄
一
丁
目
一
一
―
一
七

大
竹
市
油
見
三
丁
目
一
九
―
二
〇

大
竹
市
玖
波
一
丁
目
一
三
―
五

呉
市
郷
町
六
―
二
七

呉
市
焼
山
中
央
二
丁
目
九
―
四
〇

廿
日
市
市
大
野
原
三
丁
目
二
―
一

三
次
市
十
日
市
東
五
丁
目
一
三
―
三
七

三
原
市
須
波
西
町
二
〇
八
五
―
一

三
原
市
宗
郷
三
丁
目
三
―
八

大
竹
市
本
町
一
丁
目
四
―
一
五

三
次
市
十
日
市
東
四
丁
目
一
―
一

三
次
市
十
日
市
中
二
丁
目
一
三
―
二
二

東
広
島
市
黒
瀬
町
国
近
三
三
五
―
九

東
広
島
市
黒
瀬
町
南
方
七
九
七
―
一

府
中
市
府
中
町
一
四
―
二
〇

府
中
市
府
中
町
七
四
九
―
一

安
芸
高
田
市
甲
田
町
高
田
原
一
四
三
三
―

一 山
県
郡
北
広
島
町
壬
生
四
三
四
―
四

廿
日
市
市
宮
園
三
丁
目
一
―
三

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

(定期)



広
島
県
告
示
第
百
四
十
八
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
を
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
の
所
在
場
所

呉
市
両
城
二
丁
目
一
○
一
の
四
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

(二)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(三)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
治
山
室
及
び
呉
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
四
十
九
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
を
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
の
所
在
場
所

広
島
市
安
芸
区
阿
戸
町
字
香
下
田
七
二
四
、
七
二
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
香
下
田
七
二
四
・
七
二
五

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)
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尾
道
市
医
師
会
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

有
限
会
社
ス
ミ
ヨ
シ
薬
局

ひ
ま
わ
り
薬
局

ひ
の
で
薬
局

ひ
の
で
薬
局
病
院
前
店

ア
ロ
ー
薬
局
東
中
央
店

有
限
会
社
江
本
薬
局

廿
日
市
上
野
薬
局

さ
つ
き
薬
局

日
本
調
剤
糸
崎
薬
局

ア
ロ
ー
薬
局
能
美
店

さ
く
ら
薬
局
三
原
店

大
和
薬
局

イ
ヨ
ウ
薬
局
高
須
店

ア
ロ
マ
薬
局
東
新
涯
店

ア
ロ
マ
薬
局
古
浜
店

岡
田
漢
方
薬
局

瀬
田
薬
局

ア
ロ
ー
薬
局
呉
店

尾
道
市
栗
原
東
二
丁
目
四
―
三
三

呉
市
下
蒲
刈
町
下
島
二
四
八
八

尾
道
市
因
島
土
生
町
二
〇
一
六
―
三

尾
道
市
古
浜
町
七
―
六
九

尾
道
市
古
浜
町
六
―
一
五

呉
市
東
中
央
三
丁
目
七
―
一
五

大
竹
市
黒
川
三
丁
目
一
六
―
二
〇

廿
日
市
市
串
戸
一
丁
目
九
―
四
一

大
竹
市
新
町
一
丁
目
一
―
二
五

三
原
市
糸
崎
三
丁
目
四
―
三

江
田
島
市
能
美
町
高
田
一
五
一
九
―
二

三
原
市
宮
浦
六
丁
目
六
―
三
九

三
原
市
大
和
町
下
徳
良
一
八
九
五
―
四

尾
道
市
高
須
町
五
〇
五
六
―
一

尾
道
市
高
須
町
四
七
五
五
―
五

尾
道
市
古
浜
町
九
―
一
二

安
芸
郡
熊
野
町
石
神
二
三
七

廿
日
市
市
宮
島
町
一
一
二
八
―
二

呉
市
本
通
六
丁
目
二
―
四

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

育
成
医
療
・
更
生

医
療

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

平
成
一
九
年
二

月
一
日

(定期)



(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢
次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
五
十
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
を
指
定
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
の
所
在
場
所

安
芸
郡
坂
町
字
徳
地
五
一
〇
、
字
西
側
四
四
五
三
、
四
四
五
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
徳
地
五
一
〇
・
字
西
側
四
四
五
三

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
四

四
五
四

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
坂
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
百
五
十
一
号

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日
付
け
広
島
県
告
示
第
百
四
十
八
号
で
指
定
し
た
保
安
林
の
所
有
者
及
び
そ
の
所

在
が
不
分
明
の
た
め
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
で
き
な
い
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、

通
知
の
内
容
を
呉
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
登
記
簿
上
の
所
有
者
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呉
市
両
城
二
丁
目
一
〇
一
の
四
三

所

在

場

所

末
永
四
郎
、
池
田
庄
松
、
今
井
栄
左
衞
門
、
石
岡
清
右

衞
門
、
石
井
亀
太
郎
、
伊
藤
亮
介
、
早
川
太
一
郎
、
早

瀬
彦
五
郎
、
新
田�
藏
、
織
掛
亀
太
郎
、
沖
本
源
助
、

奥
田
浅
太
郎
、
岡
安
吉
、
沖
本
嘉
良
九
、
小
畑
関
次
郎
、

越
智
清
吉
、
若
重
捨
吉
、
川
口
慶
次
郎
、
伊
奈
増
次
郎
、

加
藤
信
吉
、
金
川
又
吉
、
高
橋
孫
平
、�
平
四
郎
、�

田
三
代
吉
、
坪
井
與
次
兵
衞
、
中
村
政
藏
、
中
村
貞
次

郎
、
内
田
文
次
郎
、
演
永
浅
之
助
、
倉
下
益
太
郎
、
日

下
與
一
、
山
本
信
助
、
山
本
準
一
、
山
本
嘉
吉
、
松
田

初
市
、
松
田
太
郎
吉
、
松
田
太
左
衞
門
、
前
野
豊
太
郎
、

松
葉
仙
松
、
前
田
久
太
郎
、
江
木
豊
吉
、
明
田
礒
助
、

厚
井
四
郎
、
青
野
貞
助
、
結
城
政
之
助
、
宮
崎
喜
代
松
、

美
堂�
藏
、
塩
住
次
郎
、
下
野
馬
吉
、
白
井
悦
藏
、
檜

和
田
金
助
、
廣
藤
唯
次
、
檜
和
田
傳
太
郎
、
平
下
清
松
、

鈴
木
来
助
、
末
本
清
左
衞
門
、
平
田
才
一
、
末
永
平
太

郎
、
秋
山
為
助
、
川
上
雪
藏
、
川
田
仙
五
郎
、
片
岡
亀

次
郎
、
中
村
権
右
衞
門
、
渡
邉
勇
次
郎
、
久
安
濱
太
郎
、

岡
戸
喜
三
郎
、
原
平
吉
、
正
岡
利
佐
治
、
坂
本
市
松
、

塩
飽
吉
五
郎
、
藤
原
松
之
助
、
大
年
兵
作
、
内
田
岩
吉
、

吉
兼
政
吉
、
大
串
定
吉
、
礒
井
源
次
、
梶
間
久
吉
、
炭

田
千
吉
、
塩
飽
勘
治
郎
、
新
田
常
吉
、
中
山
為
次
、
坂

本
多
吉
、
東
岩
平
、
岡
本
房
吉
、
右
野
秀
吉
、
原
田
與

右
衞
門
、
二
階
堂
貞
次
、
濱
田
巳
之
助
、
小
畑
芳
太
郎
、

中
村
次
作
、
佐
伯
政
吉
、
菅
波
常
次
郎
、
宗
岡
壽
一
、

堀
本
玉
四
郎
、�
島
菊
太
郎
、
勝
盛
龍
造
、
渡
邉
逸
作
、

竹
本
傳
吉
、
下
久
保
夘
吉
、
下
久
与
吉
、
杉
本
米
松
、

阪
田
俵
次
郎
、
窪
野
貞
太
郎
、
野
崎
喜
助
、
濱
崎
玉
吉
、

隅
谷
吉
藏
、
一
原
喜
代
太
、
上
野
十
助
、
石
丸
勝
三
郎
、

平
山
米
次
郎
、
矢
野
猶
治
、
姫
野
弥
四
郎
、
友
澤
佐
太

郎
、
保
田
政
吉
、
眞
鍋
藤
七
、
砂
本
吉
三
郎
、
高
山
乕

吉
、
長
谷
川
代
八
、
伊
藤
藤
吉
、
山
本
栄
助
、
原
光
之

助
、
中
野
上
萬
吉
、
亀
岡�
松
、
若
本
新
平
、
小
林
逸

作
、
村
上
助
太
郎
、
西
原
文
六
、
樋
口
信
吉
、
井
上
盛

夫
、
村
井
米
助
、
大
村
源
次
、
金
子
平
吉
、
澤
井
笹
市
、

高
橋
増
藏
、
濱
道
啓
次
郎
、
上
原
久
松
、
福
永
芳
太
郎
、

鎌
田
孫
八
、
谷
村
岩
太
郎
、
大
友
荘
三
郎
、
濱
本
元
次
、

染
川
豊
吉
、
山
本
惣
七
、
津
久
江
竹
松
、
平
賀�
吉
、

東
村
房
松
、
冨
永
八
助
、
西
村
源
八
、
竹
森�
松
、
八

尾
弥
三
郎
、
樽
本
宇
吉
、
相
田�
松
、�
田
道
太
郎
、

木
下
弥
一
郎
、
脇
坂�
太
郎
、
下
村
廣
吉
、
木
村
庄
藏
、

吉
本
初
次
郎
、
友
員
善
兵
衞
、
大
石
貞
七
、
花
岡
友
十

郎
、
川
口
米
藏
、�
井
好
太
郎
、
尾
久
田
増
右
衞
門
、

吉
田
松
吉
、
寄
木
是
吉
、
古
河
應
太
、
秋
山
大
吉
、
宇

根
谷
初
次
、
中
岡
政
吉
、
速
水
栄
助
、
宮
本
主
馬
之
助
、

平
岡
小
太
郎
、
沖
野
市
太
郎
、
近
藤
龍
吉
、
今
田
丈
吉
、

登

記

簿

上

の

所

有

者

(定期)



二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
方
法
及
び
立
木
の
伐
採
の
限
度
に
つ
い
て

広
島
県
告
示
第
百
五
十
二
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
一
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

芸
北
大
朝
線

三

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
百
五
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建

設
局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
一
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路
線
名

三
七
五
号

三

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
百
五
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
一
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

中
野
駅
家
線

三

道
路
の
区
域
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山
本
弥
一
、
江
木
亀
次
、
小
松
岩
助
、
原
田
亀
太
郎
、

倉
田
兵
三
郎
、
清
水
竹
三
郎
、
西
本
堅
左
衞
門
、
濱
岡

仁
太
郎
、
坪
田
栄
太
郎
、
角
川
新
吉
、
梶
田
新
助
、
植

木
寅
吉
、
明
日�
之
助
、
朝
田
光
藏
、
池
田
倉
吉
、
橋

本
辰
藏
、
橋
本
仁
一
郎
、
高
田
宇
三
郎
、
松
本
吉
藏
、

染
川
四
郎
、
松
重
久
吉
、
中
島
墨
次
、
大
石
幾
松
、
新

田
又
藏
、
仁
賀
谷
伊
太
郎
、
藤
田
芳
五
郎
、
小
濱
吉
助
、

丸
尾
千
太
郎
、
谷
川
源
兵
衛
、
有
井
源
吉
、
水
津
惣
三

郎
、
田
川
若
助
、
留
井
増
吉
、
松
若
小
吉
、
斉
藤
重
松
、

小
西
信
藏
、
村
上
寅
次
郎
、
篠
原
松
藏
、
大
森
九
郎
、

山
本
菊
松
、
木
原
儀
三
郎
、
昆
砂
賀
忠
吉
、
久
保
逸
次
、

川
口
鶴
藏
、
沖
中
喜
平
、
奥
田
菊
藏
、
杉
本
寅
吉
、
本

田�
三

山
県
郡
北
広
島
町
高
野
字
毛
地
一
八
六
番
三
地
先
か
ら

山
県
郡
北
広
島
町
高
野
字
一
口
掛
一
二
二
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

八
・
五
〇
〜
六

四
・
〇
〇

七
・
〇
〇
〜
四

九
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
、
一
六
〇
・

〇
〇

一
、
一
六
〇
・

〇
〇 延

長

(

メ
ー
ト
ル)

拡
幅 備

考

東
広
島
市
黒
瀬
町
丸
山
字
才
野
原
一
四
一
八
番
一
地
先
か

ら東
広
島
市
黒
瀬
町
丸
山
字
才
野
原
一
三
五
九
番
三
地
先
ま

で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
〇
・
五
〇
〜

一
四
・
六
〇

八
・
四
〇
〜
一

一
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

七
六
・
五
〇

七
六
・
五
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

拡
幅 備

考

(定期)



広
島
県
告
示
第
百
五
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
一
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

三
次
美
土
里
線

三

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
百
五
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
一
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
百
五
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建

設
局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
三
月
一
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山
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福
山
市
加
茂
町
字
中
野
字
内
堤
二
四
七
番
一
二
地
先
か
ら

福
山
市
加
茂
町
大
字
下
加
茂
字
合
ノ
坪
一
〇
四
九
番
一
地

先
ま
で

福
山
市
加
茂
町
字
中
野
字
国
信
三
五
八
番
一
地
先
か
ら

福
山
市
加
茂
町
大
字
下
加
茂
字
合
ノ
坪
一
〇
四
九
番
一
地

先
ま
で

福
山
市
加
茂
町
字
中
野
字
内
堤
二
四
七
番
一
二
地
先
か
ら

福
山
市
加
茂
町
大
字
下
加
茂
字
合
ノ
坪
一
〇
四
九
番
一
地

先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
二
・
〇
〇
〜

四
五
・
〇
〇

三
・
六
〇
〜
七
・

〇
〇

一
二
・
〇
〇
〜

四
五
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

五
二
〇
・
〇
〇

四
四
五
・
五
〇

五
二
〇
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

解
除
不
用
物
件

延
長
四
四
五
・

五
〇
メ
ー
ト
ル

備

考

三
次
市
粟
屋
町
二
七
四
番
一
地
先
か
ら

三
次
市
粟
屋
町
一
〇
七
番
八
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

の
別

一
一
・
〇
〇
〜

二
三
・
〇
〇

三
・
〇
〇
〜
一

四
・
一
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

七
八
二
・
〇
〇

七
九
一
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

拡
幅 備

考

三
次
市
粟
屋
町
一
〇
七
番
八
地
先
か
ら

三
次
市
粟
屋
町
九
九
番
一
地
先
ま
で

新 旧

九
・
八
〇
〜
一

二
・
〇
〇

一
三
・
五
〇
〜

一
六
・
五
〇

九
・
八
〇
〜
一

二
・
〇
〇

三
六
・
〇
〇

三
四
・
〇
〇

三
六
・
〇
〇

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

三
次
市
粟
屋
町
字
屋
源
谷
四
四
番
二
地
先
か
ら

三
次
市
粟
屋
町
三
六
番
一
地
先
ま
で

新 旧

三
・
九
〇
〜
九
・

四
〇

一
二
・
七
〇
〜

三
一
・
三
〇

三
・
九
〇
〜
九
・

四
〇

一
七
九
・
〇
〇

一
五
九
・
〇
〇

一
七
九
・
〇
〇

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

三
次
市
粟
屋
町
九
九
番
一
地
先
か
ら

三
次
市
粟
屋
町
字
屋
源
谷
四
四
番
二
地
先
ま
で

新 旧

一
四
・
四
〇
〜

四
九
・
二
〇

三
・
五
〇
〜
一

三
・
〇
〇

三
一
九
・
〇
〇

三
二
四
・
〇
〇

拡
幅

県
道
波
佐
芸
北

線 路

線

名

山
県
郡
北
広
島
町
西
八
幡
原
字
大
浴
六
二
二
番
一
地
先
か
ら

山
県
郡
北
広
島
町
西
八
幡
原
字
大
浴
六
三
二
番
一
地
先
ま
で

山
県
郡
北
広
島
町
西
八
幡
原
字
桧
谷
六
一
九
番
九
地
先
か
ら

山
県
郡
北
広
島
町
西
八
幡
原
字
桧
谷
六
一
九
番
六
地
先
ま
で

供

用

を

開

始

す

る

区

間

平
成
一
九
年
二
月
一

五
日

供
用
を
開
始
す
る
日

(定期)



広
島
県
告
示
第
百
五
十
八
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
東
広
島

市
の
次
の
表
の
上
覧
に
掲
げ
る
区
域
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
町
の
区
域
に
変
更
す
る
旨
、
東
広
島
市
長
か
ら

届
出
が
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
変
更
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
七
十
九
条
の
規
定

に
よ
っ
て
、
平
成
十
九
年
二
月
十
六
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
庄
原
市

所
在
の
南
地
区
県
営
土
地
改
良
事
業

(

区
画
整
理
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画

書
の
写
し
を
次
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以

内
に
、
広
島
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
同
法
第
八
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
同
法
八
十
七
条
第
十
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か

月
以
内
に
、
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

平成19年 2月15日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 0 6号
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一
般
国
道
三
七

五
号 路

線

名

東
広
島
市
黒
瀬
町
丸
山
字
才
野
原
一
四
一
八
番
一
地
先
か
ら

東
広
島
市
黒
瀬
町
丸
山
字
才
野
原
一
三
五
九
番
三
地
先
ま
で

供

用

を

開

始

す

る

区

間

平
成
一
九
年
二
月
一

五
日

供
用
を
開
始
す
る
日

西
条
町

西
条
岡
町

西
条
本
町

西
条
栄
町

西
条
町 町

上

欄

西
条

西
条

大

字

御
建

畠
中

岡
ノ
上

御
建

塔
ノ
岡 字

四
七
五
の
一
〇
の
一
部

四
一
四
の
三
九
の
一
部

一
〇
八
四
の
五
の
一
部
、
一
〇
八
五
の
三
の
一
部
、
一
〇
八
六

の
二
の
一
部
、
一
〇
八
六
の
六
の
一
部

八
五
五
の
一
の
一
部
、
八
五
五
の
二
の
一
部
、
八
五
七
の
一
部
、

八
六
〇
の
一
部
、
八
六
二
、
八
六
三
の
一
、
八
六
三
の
二
、
八

六
五
の
二
、
八
六
五
の
五
の
一
部
、
八
六
六
の
一
、
八
六
六
の

二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ

る
国
有
地
の
一
部

一
〇
四
〇
の
二
の
一
部
、
一
〇
四
一
の
一
の
一
部
、
一
〇
四
二

の
二
の
一
部
、
一
〇
四
四
の
一
の
一
部
、
一
〇
四
四
の
三
、
一

〇
四
四
の
四
の
一
部
、
一
〇
四
四
の
五
の
一
部
、
一
〇
四
四
の

六
の
一
部
、
一
〇
四
四
の
九
の
一
部
、
一
〇
四
五
の
一
の
一
部
、

一
〇
四
五
の
三
の
一
部
、
一
〇
四
五
の
八
の
一
部
及
び
こ
れ
ら

の
区
域
に
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

五
六
五
の
五
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

四
七
五
の
二
の
一
部
、
四
七
五
の
一
〇
の
一
部
、
四
七
五
の
一

二
並
び
に
四
九
四
の
五
、
四
九
五
の
六
、
五
〇
三
の
二
、
五
〇

五
の
五
、
五
〇
五
の
六
、
五
〇
六
の
七
、
五
〇
七
の
五
、
五
〇

八
の
七
、
五
〇
八
の
八
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る

道
路
・
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

三
三
一
の
七 地

番

西
条
岡
町

西
条
栄
町

西
条
本
町

町
下

欄

西
条
栄
町

西
条
本
町

一
〇
四
五
の
二
の
一
部
、
一
〇
四
五
の
三
の
一
部
、
一
〇
四
五

の
八
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
国

有
地
の
一
部
並
び
に
一
〇
七
九
の
四
の
一
部
、
一
〇
八
三
の
二

の
一
部
、
一
〇
八
四
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道

路
・
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部

七
三
〇
の
二
の
一
部
、
七
三
二
の
三
の
一
部
並
び
に
八
三
七
の

二
の
一
部
、
八
四
〇
の
一
の
一
部
、
八
四
〇
の
九
の
一
部
、
八

四
〇
の
一
〇
及
び
こ
れ
ら
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
一
部

西
条
岡
町

特
定
非
営
利
活
動

法
人
広
島
県
同
胞

生
活
相
談
総
合
セ

ン
タ
ー

特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

朴

徹

代
表
者
の
氏
名

広
島
県
広
島
市
南

区
南
蟹
屋
一
丁
目

三
番
三
〇
号

朝

鮮
会
館
三
階(

総

連
広
島
市
東
支
部

内) 主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

こ
の
法
人
は
、
在
日
コ
リ
ア
ン
が
、

民
族
文
化
継
承
活
動
な
ど
を
通
じ

て
、
地
域
住
民
た
ち
と
の
交
流
を

深
め
な
が
ら
、
共
に
手
を
取
り
あ

え
る
国
際
社
会
を
築
く
と
と
も
に
、

地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
九
年
一
月

三
一
日

申
請
の
あ
っ
た

年

月

日

(定期)



一

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
七
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

庄
原
市
役
所

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
庄
原
市

所
在
の
法
京
寺
地
区
県
営
土
地
改
良
事
業

(

区
画
整
理
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
書
の
写
し
を
次
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以

内
に
、
広
島
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
同
法
第
八
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
同
法
八
十
七
条
第
十
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か

月
以
内
に
、
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
七
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

庄
原
市
役
所

東
広
島
市
黒
瀬
町
所
在
の
三
ツ
池
地
区
県
営
土
地
改
良
事
業

(

た
め
池
等
整
備
事
業)

の
工
事
が
平
成
十

九
年
一
月
三
十
日
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
府
中
市
か
ら
、
備
後
圏
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
該
図
書
の
写
し
を
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局
都
市
企
画
室
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
東
広
島

都
市
計
画
事
業
西
条
駅
前
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
換
地
処
分
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

次
の
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
協
議
に
つ
い
て
は
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
こ
の
決
定
に
係
る
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写

し
を
次
に
よ
り
平
成
十
九
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以

内
に
、
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
同
法
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
決
定
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
異
議
の
申
出
に
対
す
る
決
定
の
取
消
し
を
求

め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
五
日

広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
長

堂

本

雅

彦

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

15号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

19年
２
月

15日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

平成19年 2月15日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 0 6号
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庄
原
市

事

業

主

体

三
坂 地

区

名

区
画
整
理
事
業

事

業

名

庄
原
市
役
所

縦

覧

場

所

(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

正正正

誤誤誤

平
成
十
五
年
三
月
十
七
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)
第
二
十
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

(

広
島
県
県
営
住
宅
に
お
け
る
平
成
十
五
年
度
の
住
宅
ご
と
の
家
賃
額
及
び
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
額)

の
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

都
市
部
都
市
事
業
局
住
宅
室
長

平
成
十
六
年
四
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
十
四
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号

(

広
島
県
県
営
住
宅
に
お
け
る
平
成
十
六
年
度
の
住
宅
ご
と
の
家
賃
額
及
び
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
額)

の
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

都
市
部
都
市
事
業
局
住
宅
室
長

平
成
十
七
年
四
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

号
外)

第
六
十
五
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

(

広
島
県
営
住
宅
に
お
け
る
平
成
十
七
年
度
の
住
宅
ご
と
の
家
賃
額
及
び
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
額)

の

表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

都
市
部
都
市
事
業
局
住
宅
室
長

平
成
十
八
年
四
月
一
日
付
け
広
島
県
報

(

号
外)

第
六
十
二
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
四
百
四
号

(

広

島
県
県
営
住
宅
に
お
け
る
平
成
十
八
年
度
の
住
宅
ご
と
の
家
賃
額
並
び
に
公
営
住
宅
に
あ
っ
て
は
近
傍
同
種

の
住
宅
の
家
賃
額
及
び
改
良
住
宅
に
あ
っ
て
は
法
定
限
度
額)

の
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

都
市
部
都
市
事
業
局
住
宅
室
長
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6P
1500

6P
1465

検
定

番
号

同
上

告
示
の
日

(平
成

19年
２
月

15
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
・
ケ

ン
ケ
ン
の

ハ
ワ
イ
Ｄ

Ｅ
ア
ロ
ハ

Ｔ
Ｆ
５

Ｃ
Ｒ
Ａ
ク

ロ
ム
セ
ブ

ン
Ｎ
－
Ｖ

Ｘ 型
式
名

株
式
会
社
平
和

代
表
取
締
役
石
橋
保
彦

(群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
二

丁
目

3014番
地
の
８
)

株
式
会
社
ニ
ュ

ーギ
ン

代
表
取
締
役
新
井
悠
司

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区

烏
森
町
三
丁
目

56番
地
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

一
四

ペ
ー
ジ

上 段

家
賃
額
の
欄
の
後
ろ
か
ら
二

家
賃
額
の
欄
の
八

行

七
八
、
四
〇
〇
円

一
〇
五
、
六
〇
〇
円

誤

九
二
、
三
〇
〇
円

九
五
、
七
〇
〇
円

正

一
九

一
八

ペ
ー
ジ

上 下 段

家
賃
額
の
欄
の
一
一

家
賃
額
の
欄
の
後
ろ
か
ら
七

行

七
七
、
九
〇
〇
円

一
〇
一
、
八
〇
〇
円

誤

九
一
、
七
〇
〇
円

九
五
、
一
〇
〇
円

正

一
〇

ペ
ー
ジ

下 段

近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
額(

最
高
額)

の

欄
の
後
ろ
か
ら
五

家
賃
額
の
欄
の
後
ろ
か
ら
五

近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
額(

最
高
額)

の

欄
の
一

家
賃
額
の
欄
の
一

行

八
四
、
〇
〇
〇
円

八
四
、
〇
〇
〇
円

一
〇
四
、
一
〇
〇
円

一
〇
四
、
一
〇
〇
円

誤

九
一
、
〇
〇
〇
円

九
一
、
〇
〇
〇
円

九
四
、
四
〇
〇
円

九
四
、
四
〇
〇
円

正

二
〇

一
九

ペ
ー
ジ

上 下 段

近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
額(

最
高
額)

の

欄
の
一
二

家
賃
額
の
欄
の
一
二

近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
額(

最
高
額)

の

欄
の
後
ろ
か
ら
六

家
賃
額
の
欄
の
後
ろ
か
ら
九

行

八
三
、
四
〇
〇
円

八
三
、
四
〇
〇
円

一
〇
〇
、
三
〇
〇
円

一
〇
〇
、
三
〇
〇
円

誤

九
〇
、
三
〇
〇
円

九
〇
、
三
〇
〇
円

九
三
、
七
〇
〇
円

九
三
、
七
〇
〇
円

正

(定期)


